
なぜ就業継続率は上がったのか

―ワーク・ライフ・バランス施策は少子化対策として有効か
＊
―

阿部正浩・児玉直美・齋藤隆志

本稿では，2006年と 2014年の企業データを使って，WLB施策と女性の出産，育児休業からの復
帰，就業継続，企業の女性比率，女性管理職比率の関係性について検証した．WLB施策利用の促進
は総じて女性の出産・就業継続・女性活用にプラスに働くが，効果は一律ではない．存分に働くため

の支援，労働時間短縮配慮は，出産，就業継続，女性比率，女性管理職比率と概ね正の相関がある．

一方，子育て支援やフレキシブルな働き方は出産，就業継続には正の効果があるが，女性比率，女性

管理職比率にはほとんど影響がない．この 2つの施策は，少子化対策としては有効であるかもしれな
いが，女性活用を高める方向には働いていない．法律によって義務付けられなくても企業が自発的に

子育て，女性活用を支援する企業風土は，少子化対策や女性活用を促す効果を持っている．また，今

回の分析では，就業継続や女性比率と企業業績の間には相関は確認されなかった．このことは，企業

が女性の就業継続や女性活用を進めることは，少なくとも企業業績に悪い影響は与えないということ

を示唆する．

JEL Classification Codes : J13, J16, J18

1．はじめに

日本の少子化は第二次世界大戦直後から始ま

っていた1）．これと同時に，晩婚化や非婚化も

急速に進んでいる2）．少子化の原因について，

宇南山（2016）は，合計特殊出生率低下を「有配

偶率の影響（結婚をする女性の割合）」と「有配

偶出生率の影響（結婚をした女性が生涯に生む

平均的な子どもの数）」に要因分解し，そのほ

とんどは結婚の減少に起因すると述べている．

ではなぜ非婚化，晩婚化が進んでいるのだろ

うか3）．今も昔も，女性は，「結婚して子ども

を持つ」，「仕事を続けて結婚はせず子どもも持

たない」という二者択一の問題に直面してきた．

かつては，多くの女性は，結婚，出産を選択し

たが，最近では，就業継続，非婚を選択する女

性が増えたことが，晩婚化，未婚化，少子化の

原因となっている．

この少子化の現状に対して，政府は，1990

年の「1.57ショック」を契機に，子育て支援に

向けての対策の検討を始め，1994 年に「今後

の子育て支援のための施策の基本的方向につい

て」（エンゼルプラン）が策定された．その後も，

2003 年に「次世代育成支援対策推進法」，「少

子化社会対策基本法」，2004年「少子化社会対

策大綱」策定，2012 年「子ども・子育て支援

法」制定，及び，法律，大綱，プランの数次の

見直しにより，25年以上にわたって少子化対

策が拡充されてきた．この数年は，政府の子育

て支援は，保育所や学童クラブの整備等「子育

て支援」や，仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）憲章等を通じた「働き方改革」

をより一層強化するとともに，「結婚・妊娠・

出産支援」を新たな対策に加えている4）．

本稿では，WLB施策が女性の出産・就業継

続・活用に与えた効果を検証する．ここでは，

少子化対策を広義に捉え，一般に考えられてい

るような少子化を食い止める政策だけでなく，

少子・高齢化が進む中で労働力人口を維持する

政策も検討の対象に含める．働き方改革やワー

ク・ライフ・バランス（以下，「WLB」と呼

ぶ．）施策は，少子化を食い止めるだけでなく，

労働力人口も維持する施策と信じられているが，

出産・育児を促す効果と，非労働力割合の高い
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女性や高齢者などを労働力化する効果が，働き

方改革やWLBには同様にあるのだろうか．以

下，第 2章では，保育所整備等の子育て支援と

女性の就業継続の関係，WLB施策や働き方改

革が女性就業継続や，正社員比率，管理職比率

等に与えた影響に関する文献をレビューする．

第 3章では，データ及び分析方法を紹介する．

第 4章では，企業のWLB施策と女性の出産・

就業継続・活用状況を把握し，実証分析の結果

を議論する．第 5章では，女性の就業継続・活

用と企業業績の関係についてのデータ分析とレ

ビューを行い，第 6章で，結論と政策インプリ

ケーションを議論する．

2．既存研究のサーベイ

第 1章で述べたように，日本政府の子育て支

援政策は，大きくは，保育所や学童クラブの整

備と，企業のWLBの取組を促す働き方改革の

2つに大別される5）．本章では，この 2つに加

えて，少子化・高齢化の進む中で，労働力人口

を維持するための女性活用施策に関する文献を

レビューする．以下では，保育所整備等の子育

て支援施策と女性の就業継続の関係，WLB施

策の少子化対策としての効果，企業のWLB施

策と女性の就業継続・女性比率についての文献

を中心にレビューしていく．

保育サービスと女性就業についての実証研究

としては，滋野・大日（2001），大石（2003）が挙

げられる．彼らは，保育サービスの充実，例え

ば，保育所数の増加，特別保育実施率の上昇，

利用率（0〜2 歳児）や定員率の上昇，待機児童

率の低下が女性就業に正の影響を与えているこ

とを明らかにしている．最近の研究としては，

Nishitateno and Shikata（2017），Asai et al.

（2015），宇南山・山本（2015），山本学（2014）が

挙げられる．近年の日本の実証研究の共通した

特徴は，保育所整備が必ずしも女性の就業拡大

に結び付いていないという事実である6）．その

理由については，保育所が，幼稚園を代替した，

3世代同居を代替した，他の施策との組み合わ

せが重要といった説明がなされている．

WLB施策として，ここでは，子育て期の女

性をターゲットにしたWLB施策だけでなく，

子育て支援施策も含み，男性も利用できるが特

に子育て期の女性の働き方を柔軟にしたり，就

業継続の助けになる施策と広義に捉える．

企業のWLB施策と少子化との関連では，育

児休業制度の導入や利用は，出生に正の影響を

与えることを多くの研究が示している（]口，

1994，駿河・西本，2002，駿河・張，2003，滋

野・松浦，2003，坂爪・川口，2007等）．

滋野・大日（2001）は，保育サービスの充実が，

女性の第 1子出産に正の影響を与えることを示

している．また，野口（2007）も，「会社による

託児所利用の支援」，「勤務地限定制度」，「結

婚・出産退職者のための再雇用制度」が，出生

率を有意に引き上げていることを明らかにして

いる．短時間労働制度について，坂爪（2008）は，

保育サービスがどのようなケースでも子どもの

数に正の影響を与えるのに対して，時短制度の

導入が子どもの数に正の影響を与えるケースは

限定的であると分析している．坂爪（2008）は，

子ども数の増加のためには，まず保育サービス

を量的に充実させ，その上で，並行して時短制

度の導入やサービスの質の向上を進めるべきで

あると提言している．

これらの文献から共通して浮かび上がるのは，

保育サービスは出生率に正の影響を与える一方

で，労働時間短縮は限定的な効果しか見られな

いということである．保育サービスの正の相関

が，前述の文献とは異なる方向性を示すのは，

企業によるWLB施策は，多くの場合，正社員

にしか適用されないこと，非正規化が進展して

いることや，企業に出産後も勤務する社員は，

そうでない社員と異なる特性や環境に置かれて

いることで説明できる可能性がある．

女性の就業継続や就業選択とWLB施策等と

の関連を個人データを使って検証した研究は，

国内外に非常に数多く存在する（森田・金子

1998，松繁 2008，Yanadori and Kato 2009等）．

一方で，女性比率，女性管理職比率や育児休業

取得率・就業継続率といった企業調査から得ら
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れる変数とWLB施策等との関連についての研

究はそれほど多くない．以下では，日本を対象

に分析された実証研究を中心にレビューをした

い7）．

川口（2011）によると，利用実績のある育児支

援施策数が多い企業ほど女性管理職の存在確率

が高く，また，経営者がWLB施策に熱心な企

業ほど女性の定着度が高く，女性の定着度が高

い企業ほど女性が活躍している．また，脇坂

（2009）によると，WLB制度を導入しても利用

が少ない企業は男女均等になっていないこと，

この傾向は中小企業でも同じであり，男女均等

もWLBも進んでいる企業では，財務パフォー

マンスも良く，従業員の定着率も高い．馬ら

（2017）は，個人属性をコントロールしても，ポ

ジティブ・アクション施策やWLB施策を積極

的に実施する企業や，遅い昇進パターンを持つ

企業で，女性の課長確率が高いことを実証した．

以上の研究はクロス・セクション・データを

使った研究であるが，山本勲（2014a），Kato

and Kodama（2015）はパネル・データを使った

研究例である．山本勲（2014a）は，WLB 施策

のうち，育児休業制度，介護休業制度，短時間

勤務制度，長時間労働是正の取組が女性比率を

上げるが，これらの取組は女性管理職比率には

影響を与えないことを確認している．Kato and

Kodama（2015）は，企業内保育施設・保育手当

は，女性従業者数，女性管理職数，女性部長数

を増やすが，フレキシブルな働き方は女性部長

を増やすが，女性従業者には必ずしも効果がな

いことを明らかにした．これらの結果は，一般

社員と管理職の社員では，WLB施策の効果が

必ずしも同じでないという興味深い事例である．

企業アンケートデータを使った研究以外の研

究としては，Kato et al.（2013），Brinton and

Mun（2016）が挙げられる．Kato et al.（2013）は，

日本の製造業企業の企業内人事データから，男

性では労働時間と管理職昇進の関係性は弱いが，

女性では長時間働く人は昇進確率が高いという

強い相関関係が見られることを明らかにした．

これは，男性では長時間労働が昇進の条件とは

ならないが，女性では長時間労働が会社に対す

るコミットメントの指標として使われているこ

とを示唆している．Brinton andMun（2016）は，

日本企業に対するヒアリング調査から，日本企

業の理想の社員像は 24時間会社の為に働ける

男性であり，子どものいる女性従業員に対して

も同様の働き方が期待されることが，女性の働

く意欲を減退させ，出産後の離職確率を高めて

いると指摘している．

これらの研究からある程度共通認識と言える

ような事実が浮かび上がる：①一般論として，

WLB施策は女性比率，女性管理職比率と正の

相関があること，②しかしながら，WLBの諸

施策の効果は一律ではなく，対象とする施策や，

正社員・管理職といったレベルによって異なり，

Kato and Kodama（forthcoming）でも述べてい

るように，実際に顔を合わせる時間を短くする

ようなWLB施策（例えば，短時間勤務制度）は，

管理職等の高いレベルの女性を減らす効果があ

ること，③日本の正社員の長時間労働は女性活

躍に負の影響を及ぼし，また，男性並みの働き

方ができる女性を企業が求めていることである．

本稿の特徴は以下のとおりである．第 1に，

WLB施策，女性の出産・就業継続・女性活用

比率，更には利益率について，一つのデータセ

ットを用いて整合的に分析を行う．政府は，少

子化対策の大きな柱として働き方改革を挙げ，

企業の WLB 施策の充実を推進している．

WLB施策の女性比率，女性管理職比率等への

影響や，WLB施策と育児休業取得率・就業継

続率との関係性に関する既存研究は多いが，そ

れらの違いに着目した研究は筆者らの知る限り

ではほとんどない．本稿では，企業に対するア

ンケート調査データを使って，WLB施策・子

育て支援施策が，女性の育児休業取得率，就業

継続率，管理職比率とどのような関係があるか，

女性の出産・就業継続・女性活用比率が企業業

績とどのような相関があるかを検証する．第 2

に，どのようなWLB施策が少子化対策として

有効であるかを分析する．WLB施策は，女性，

高齢者等の活用と，出産・育児を促す少子化対
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策を同時に実現する施策と信じられているが，

両者は完全に重なり合うのであろうか．また，

WLB施策の有効性を検証する際に問題となる

のは，多くのWLB施策があるため，1つずつ

の施策の効果を分析すると他の施策の効果も混

在した効果を測る可能性があり，一方で，全て

の施策を一度に分析すると多重共線の問題が起

こる可能性があることである．具体的には，本

稿では，11 の WLB 施策について因子分析を

利用して 4 つの指標にまとめ，それぞれの

WLB施策の利用状況を適切に表す変数を用い

て分析を行った．第 3に，女性の就業継続と企

業業績の関係について議論する．これまで，女

性比率，女性管理職比率と企業業績に関する分

析は蓄積されてきているが，女性の就業継続と

の関連について分析した既存研究はない．企業

のWLB施策は企業の人的資本を高め，企業の

利益や生産性を高めているかについて考察する．

3．データと分析方法

3. 1 データ

分析に使ったデータは，日本学術振興会『課

題設定による先導的人文・社会科学研究推進事

業（実社会対応プログラム）』の「少子化対策に

関わる政策の検証と実践的課題の提言」研究グ

ループが 2014年 6月に実施した「仕事と家庭

の両立支援にかかわる調査」と，独立行政法人

労働政策研究・研修機構が 2006年 6月に実施

した同名の調査から得た．

調査対象企業は，まず企業規模別に割り当て

数を決め，無作為抽出をした．どちらも原則全

国の従業員数 300人以上の企業 6000社を対象

としたが，2006年調査回答企業は 2014年も調

査対象とした．回答企業は 2006 年調査が 863

社（有効回収率 14.4％），2014年調査が 1000社

（有効回答率 16.7％）であった．これらの企業の

うち，2 時点両方のデータが利用できるのは

264社である．2014年調査の方が，若干，中小

企業が多く，製造業が少ないという特徴がある

が，ほぼ同じような企業規模，産業構成である．

2006年から 2014年の 8年間で，短時間勤務

制度，所定外労働をさせない制度など，出産・

育児に関わる支援制度は充実した（図 1）．これ

は，2010年育児・介護休業法の改正により，3

歳までの子を養育する労働者の短時間勤務制度

の整備を義務化，労働者からの請求があった場

合に所定外労働免除を制度化した効果も反映さ

れていると考えられる．

この 8年間に，就業継続する女性が多い企業

の比率は 47.1％から 72.2％に大幅に上昇，女
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性正社員比率は 28.9％から 30.5％，女性管理

職比率は 9.4％から 12.2％に上昇した（図 2）．

この上昇要因については，次章で詳しく分析し

たい．

3. 2 分析の枠組み

ここで，働き方改革やWLB施策の推進が少

子化を食い止めるための対策となるのか，また

少子化・高齢化が進む現状において，それらが

女性の就業継続や企業の女性活用を通じた労働

市場の維持にどのような効果をもたらしたかに

ついて，検証するための分析枠組みを提示する．

分析手法としては，女性正社員の出産，就業

継続，企業の女性活用を測定する変数を被説明

変数とし，働き方改革やWLB施策の推進を測

定する変数を主たる説明変数とする重回帰分析

を用いる．被説明変数のうち，ダミー変数をと

るものについてはプロビットモデルを，その他

は連続変数とみなせるので基本的には OLS8）を

用いる．

被説明変数は全部で 6種類である．「仕事と

家庭の両立支援にかかわる調査」では，出産や

就業継続を直接測定できる変数がないため，い

くつかの代理変数を用いる．まず出産について

は，①過去 3年間に育児休業を利用した女性正

社員の人数の対数値を用いる．また 2014年調

査では，2013年度に育児休業を終えて復帰予

定だった女性正社員のうち，②復職した人数，

③退職した人数が入手できるので，これらの対

数値も被説明変数とする．なお対数化に際して，

該当者数が 0人の企業がサンプルから除外され

ることを避けるため，それぞれの人数に 1を加

えている．次に就業継続については，表 1の女

性正社員の就業継続の 7つの選択肢から，④ 1

番多い就業継続パターンとして，「出産後，育

児休業を利用して，その後も就業継続する」ま

たは「出産後，育児休業を利用しないで，就業

継続する」と回答した場合に 1を，それ以外の

回答の場合に 0をとるダミー変数を用いる．こ

の変数を被説明変数にする場合のみ，プロビッ

トモデルを用いて推定する．最後に，企業の女

性活用を測定する変数としては，⑤女性正社員
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図 2．正社員女性の定着・活躍に関する指標

表 1．女性正社員の就業継続の状況で 1番目に多いパターン（％）

全サンプル 2006年 2014年

結婚前に自己都合で退職する 15.0 19.4 11.4

結婚を契機に退職する 9.8 14.0 6.3

結婚後，妊娠や出産より前に退職する 3.5 4.8 2.4

妊娠や出産を契機に退職する 8.0 11.3 5.4

出産後，育児休業を利用するが，その後 1〜2年のうちに退職する 2.9 3.3 2.5

出産後，育児休業を利用して，その後も継続就業する 59.4 44.9 71.2

出産後，育児休業を利用しないで，継続就業する 1.5 2.2 0.9

サンプルサイズ 1,393 628 765



比率，⑥女性管理職比率の 2種類を採用する．

主たる説明変数となる働き方改革やWLB施

策の推進については，アンケートの「出産・育

児に係わる支援制度」の過去 3年間の利用実績

を用いる9）．具体的には，図 1にある 11種類の

制度の利用状況変数を因子分析によって 4種類

にグループ分けし，各グループにおいて過去 3

年間で実際に利用実績のあるものの割合を説明

変数とした．例えば第 1因子には 3つの制度が

あり，ある企業がそのうち 1つだけ利用実績が

あると回答した場合は，0.33という数値になる．

因子分析10）の結果（因子負荷量）は，表 2のと

おりである．第 1 因子は，「a. 短時間勤務」，

「c. 始業終業の繰上，繰下」，「d. 所定外労働な

し」の 3つが大きな正の値を示しているため，

「労働時間短縮配慮因子」と名付ける．第 2因

子は，「h. 男性の出産休暇」，「i. 子どもの看護

休暇」という子育てに関する 2つの指標が大き

な正の値を示しているため，「子育て支援因子」

と呼ぶことにする．第 3因子は，「b. フレック

スタイム」，「f. 子育てサービス費用援助」，「l.

在宅勤務制度」の 3つが大きな正の値を示して

いる．子育て費用援助は少し傾向が異なるが，

フレックスタイム，在宅勤務は，仕事場所，時

間の柔軟性を増すための施策なので，「フレキ

シブルな働き方因子」と呼ぶ．第 4 因子は，

「e. 事業所内託児施設」，「j. 転勤免除（地域限

定社員）」，「k. 再雇用制度」の 3つが大きな正

の値を示している．事業所内託児施設は企業の

就業時間に合わせて深夜，休日なども子どもを

預かるケースが多く，また，結婚・出産を理由

にした離職者のための再雇用制度や，一般職・

地域限定社員制度は（性別役割分担の色彩がな

くもないが）古くから女性戦力化に積極的であ

った産業や企業で採用されることが多い施策の

ため，「存分に働くための支援因子」と以下で

は呼ぶことにする．

また，働き方改革やWLB施策の推進が，女

性の出生率，女性の就業継続，企業の女性活用

に与える影響を測定する際には，「そもそも子

育てがしやすい」，「そもそも女性の活用に積極

的である」というような企業風土などの固有要

因の存在に留意する必要がある．そのため，①

男女雇用機会均等法の法定前（1986年）からポ

ジティブアクション施策を実行しているかのダ

ミー変数，②育児休業法法定前（1991 年）から

育児休業制度を実行しているかのダミー変数，

③くるみんマークの認定を受けているかのダミ

ー変数を法律で義務付けられなくても子育て支

援をしようとする企業風土の代理変数として用

いる．

更に，こうした企業風土と働き方改革や

WLB施策との間には，補完性や代替性が働く

可能性もある．これをとらえるため，④ 4つの

因子と 1986年以前からポジティブアクション

施策の実行ダミーとの交差項，⑤ 4つの因子と
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表 2．因子分析の結果（因子負荷量）

第 1因子 第 2因子 第 3因子 第 4因子

労働時間短縮
配慮

子育て支援
フレキシブル
な働き方

存分に働く
ための支援

a. 短時間勤務 0.36 0.09 0.00 0.01

b. フレックスタイム 0.15 −0.08 0.48 −0.08

c. 始業終業の繰上，繰下 0.45 −0.07 −0.03 −0.04

d. 所定外労働なし 0.41 0.00 0.00 0.02

e. 事業所内託児施設 −0.08 0.33 −0.25 0.40

f. 子育てサービス費用援助 −0.05 0.27 0.35 0.03

h. 男性の出産休暇 −0.04 0.48 0.02 −0.11

i. 子供の看護休暇 0.06 0.46 −0.03 −0.01

j. 転勤免除（地域限定社員） 0.17 −0.23 0.14 0.42

k. 再雇用制度 −0.02 −0.02 0.02 0.70

l. 在宅勤務制度 −0.07 −0.02 0.59 0.04



1991年以前から育児休業制度の実行ダミーと

の交差項，⑥ 4つの因子とくるみんマークの認

定ダミーとの交差項を説明変数として用いて交

互作用の有無を確認する．すなわち④から⑥に

ついて，それぞれ 4つずつの交差項を作ること

になる．ただし，全ての交差項を同時に説明変

数として用いると，多重共線性の発生が懸念さ

れること，また解釈が困難になることから，④

〜⑥は 1つの式で同時に用いずに，それぞれ別

の式で推計する．

コントロール変数としては，全社員数の対数

値，主たる産業のダミー（製造業を基準とする），

労働組合ありダミー，2014年ダミー（2006年を

基準とする）を用いる．記述統計量は，表 3の

とおりである．

4．回帰分析の結果

4. 1 女性正社員の育児休業利用・利用後復

職・利用後退職の決定要因

表 4 は，育児休業を利用する女性正社員数

（対数値）を被説明変数とする重回帰分析の結果

である．（1）式は制度利用とコントロール変数

のみを説明変数とした基本モデルであり，労働

時間短縮配慮因子，子育て支援因子，フレキシ

ブルな働き方因子，存分に働くための支援因子

の係数がいずれも有意に正となっている11）．フ

レキシブルな働き方因子以外は 1％水準で有意

であり，この結果は表 4のすべてのモデルで維

持されるため，頑健な結果であるといえる．

（2）式は，働き方改革やWLB施策の利用度

の変数に加えて，企業固有要因の代理変数を用

いたモデルの結果である．（2）式は 1986年以前

からポジティブアクション施策実行ダミー，

1991年以前から育児休業制度実行ダミー，く

るみんマーク認定ダミーを 3つ同時に用いてい

るが，このうち 1991年以前から育児休業制度

実行ダミーとくるみんマーク認定ダミーの係数

が正で有意となった．働き方改革やWLB施策

の利用度と企業固有要因の代理変数との交差項

を用いたモデル（3）式から（5）式でも，有意性が

落ちるもののこれら 3変数の係数はすべて正で

有意となるため，これらの変数に代理される企

業固有要因は育児休業利用者数を増加させる効

果があることが示唆される．なお（3）式から（5）

式の交差項はすべて非有意であったため，働き

方改革やWLB施策の利用度と企業固有要因と

の間に交互作用は確認できなかった．

表 5は，育休を終え 2013年に復職予定だっ

た女性正社員のうち，実際に復帰した人数（対

数値）の決定要因に関する推計結果である．ま

た表 6 は，実際には復帰せずに退職した人数

（対数値）の決定要因に関する推計結果である．
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表 3．記述統計

サンプル
サイズ

平均値 標準偏差 最小値 最大値

女性正社員のうち，過去 3年間の育児休業制度利用人数 1257 27.93 106.53 0.00 2672.00

育児休業後 2013年復職予定の女性正社員のうち，復職人数（2014年調査のみ） 731 7.76 16.87 0.00 263.00

育児休業後 2013年復職予定の女性正社員のうち，退職人数（2014年調査のみ） 725 0.90 3.73 0.00 54.00

女性正社員比率（正社員に占める女性の割合） 1342 0.30 0.23 0.00 1.00

女性管理職比率（課長相当職以上に占める女性の割合） 1177 0.11 0.18 0.00 1.00

利用実績 労働時間短縮配慮（3制度中，利用実績のある割合） 1422 0.47 0.38 0.00 1.00

利用実績 子育て支援（2制度中，利用実績のある割合） 1422 0.44 0.40 0.00 1.00

利用実績 フレキシブルな働き方（3制度中，利用実績のある割合） 1422 0.10 0.19 0.00 1.00

利用実績 存分に働くための支援（3制度中，利用実績のある割合） 1422 0.10 0.19 0.00 1.00

1986年以前からポジティブアクション実施 1422 0.03 0.17 0.00 1.00

1991年以前から育児休業制度導入 1422 0.09 0.29 0.00 1.00

くるみんマーク認定 1384 0.33 0.47 0.00 1.00

対数全社員数 1422 6.58 1.07 0.00 11.70

対数女性正社員数 1339 4.64 1.23 0.00 8.84

労働組合あり 1422 0.53 0.50 0.00 1.00



どちらも 2014年調査のデータのみを用いてい

る．

まず，育児休業利用者の決定要因と同様に，

労働時間短縮配慮因子と存分に働くための支援

因子の係数については，復職者数，退職者数い

ずれも全てのモデルで有意に正の結果を得た．

育児休業の利用者や復帰人数だけではなく，育

休後の退職人数にも正の影響をもたらしている

ことは，こうした施策が利用されている企業に

おいては，復職者だけでなく退職者も多いもの

と考えられる．また子育て支援因子の係数につ

いては，表 5においてのみ有意に正であるため，

復職人数を増やす効果を持っているが，退職人

数には有意な影響を与えていない．

企業固有要因に関しては，表 5（1）（2）式では

1986年以前からポジティブアクション施策実

施ダミーの係数が正で有意，そして表 5（1）式

では復帰人数に対してくるみんマーク認定ダミ

ーの係数が正で有意である．一方，表 6におい

てはいずれも非有意であった．したがって，こ

れらの変数で代理される企業固有要因が復職人

数を増加させる効果を持つが，退職人数には影

響を与えていないことが示唆される．

働き方改革やWLB施策に関する変数と企業

固有要因との交互作用については，表 5（2）式

で 1986年以前からポジティブアクション施策

実施ダミーと労働時間短縮配慮因子との交差項

の係数が負で有意，フレキシブルな働き方因子

との交差項の係数は正で有意である．また表 5

（3）式では，1991年以前から育児休業制度実施

ダミーと子育て支援との交差項の係数が負で有

意となる．一方，表 6（2）式では 1986年以前か

らポジティブアクション施策実施ダミーと労働

時間短縮配慮因子との交差項の係数が負で有意，
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表 6（3）式では 1991年以前から育児休業制度実

行ダミーと存分に働くための支援因子との交差

項の係数が負で有意となる．

交差項の結果をまとめると，まずポジティブ

アクション施策を早期から実行している企業で

は，復職者数と退職者数の両方に対する労働時

間短縮配慮因子の効果は抑制され，復職者数に

対するフレキシブルな働き方因子の正の効果を

新たに生み出すことがわかる．次に，育児休業

制度を早期から実行している企業では，復職者

数に対する子育て支援因子の正の効果が抑制さ

れるものの，退職者数に対する存分に働くため

の支援因子の正の効果を打ち消しており，育児

休業の後に退職する正社員女性を減少させる効

果があるといえる．これらから，働き方改革や

WLB施策の利用度と企業固有要因との間の交

互作用は，必ずしも復職者数や退職者数に対し

て一定の方向性を持っているわけではないこと

がわかる．

4. 2 女性の就業継続率の決定要因

表 7は，女性の就業継続パターンについて，

プロビットモデルを用いて推計した結果である．

（1）〜（4）式の全てで，WLB施策のうち，労働

時間短縮配慮因子，子育て支援因子，フレキシ

ブルな働き方因子の係数が有意に正となってい

る．この結果は，企業固有要因の代理変数との

交差項を加えた（2）〜（4）式でも維持されており，

頑健性が高いと言える．一方，育児休業の利用

者数や育休後の復職者数，退職者数に対して正

の効果を持っていた存分に働くための支援につ

いては，（1）式で有意に負の効果を示している．

企業固有要因の代理変数について，単独項の

結果を見ると，1986年以前からポジティブア
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クション実施ダミーは（1）式のみで有意に正の

効果を示しており，1991年以前から育児休業

制度実施ダミーは（1）式と（3）式の両方で有意に

正の効果を示している．育児休業制度の利用人

数の決定要因の推計においても，一部のモデル

で同様の効果が示されており，こうした企業風

土が女性の出産とその後の就業継続率を高める

効果を持っていることがわかる．

交差項の結果については，1986 年以前から

ポジティブアクション施策実行ダミーとの交差

項を加えた（2）式において，これらの単独項は

いずれも非有意だったが，交差項の係数のみが

有意に正となった．もともとポジティブアクシ

ョン施策を実施しているところにおいては，存

分に働くための支援があることで，より出産後

の就業継続が促されるものと考えられる．なお，

その他の交差項は全て非有意であり，就業継続

に対しては働き方改革やWLB施策と企業固有

要因との間の交互作用は，上述したもの以外に

は確認できなかった．

4. 3 企業の女性活用の決定要因

表 8と表 9は，企業の女性活用指標の決定要

因に関する推計結果である．表 8は女性正社員

比率，表 9は女性管理職比率（課長相当職以上）

をそれぞれ被説明変数としている．

全てのモデルに一貫した傾向として，存分に

働くための支援因子の係数は有意に正となって

いる．また，労働時間短縮配慮因子の係数もお

おむね有意に正である．これらの働き方改革や

WLB施策については，女性の活用を高める効

果が認められる．その一方，育児休業制度利用

人数や就業継続率に対しては正の効果を持って

いた子育て支援因子やフレキシブルな働き方因
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子については，ほとんどの場合非有意である．

少子化対策に有効な制度と，女性活用に有効な

制度がやや異なっていることが示唆される．

企業固有要因については，交差項を入れずに

推定したもの，すなわち表 8（1）式，表 9（1）式

で共通して 1986年以前からポジティブアクシ

ョン実施ダミーの係数が有意に正である．これ

らの式においては，1991年以前から育児休業

制度実施ダミーの係数は女性正社員比率の式で

有意に正となり，くるみん認定ダミーの係数は

女性管理職比率の式で有意に正となっている．

交差項を入れた場合も，1986 年以前からポ

ジティブアクション実施ダミーの結果は維持さ

れる．ただし，女性正社員比率や女性管理職比

率の式において，多くの交差項の係数が負で有

意となっている（表 8（2）式，表 9（2）式）．また，

1991年以前から育児休業制度実施ダミーとの

交差項を用いた推計式については，女性正社員

比率，女性管理職比率のいずれの式においても

（それぞれ表 8（3）式，表 9（3）式），フレキシブ

ルな働き方因子や存分に働くための支援因子と

の交差項の係数が有意に負となる．特に，フレ

キシブルな働き方因子については単独項は非有

意であるため，ポジティブアクションや育児休

業制度を早期から実施するような風土を持つ企

業においては，こうした制度の利用度が高いと

ころではかえって女性の活用が阻害されるとい

う結果になっている．

4. 4 推計結果のまとめ

ここまでの結果をまとめると，まず存分に働

くための支援は，どの被説明変数を用いてもだ
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いたい正の係数となることが示された．例外は

就業継続率だが，ポジティブアクションを早期

から実施している企業においては正の効果を持

つことも示されている．更に，労働時間短縮配

慮もほとんどの場合は正の係数を得ている．一

方，子育て支援は，育休利用人数や復職人数，

就業継続率に対して正の効果を持っているが，

女性活用指標に対しては影響がない．この違い

は，女性比率には既婚女性も未婚女性も含まれ

ていることで説明できるかもしれない．またフ

レキシブルな働き方は，育休利用人数や就業継

続に対して正の効果を持っているが，その他の

被説明変数にはほとんど影響がない．つまり，

子育て支援やフレキシブルな働き方は少子化対

策としては有効であるかもしれないが，女性活

用を高める方向には働いていない．

更に，就業継続に関しては，2014 年ダミー

の係数が非常に大きな値を示している．これは，

WLB施策をする・しないにかかわらず，全企

業において，2006年から 2014年の 8年間で女

性の就業継続が進んでいることを示している．

これは，労働力不足によって女性活用が着目さ

れたこと，女性活用自体が一種のブームとして，

企業が女性比率を増やしたことが理由かもしれ

ない．

企業固有要因については，1986 年以前から

ポジティブアクション実施ダミーや 1991年以

前から育児休業制度実施ダミーが，多くの被説

明変数に対して有意に正の影響を持っているこ

とが示された．また，くるみん認定ダミーにつ

いても一部のモデルにおいて有意に正の影響を

持っていた．これらに代表されるような企業風

土は，少子化対策や女性活用を促す効果を持っ

ているものと考えられる．
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ところが，WLB施策と上記の企業固有要因

との交差項については，一部の例外を除いて係

数が負となる結果を得ることが多かった．特に，

女性活用指標を被説明変数としたときに，その

傾向が顕著にみられた．ポジティブアクション

や育児休業制度などの法定化前から制度がある

企業など自主的に取り組んでいる企業において，

WLB施策の利用度が高まったとしても，それ

が必ずしも女性活躍の推進にはつながっていな

いことが示された12）．

5．女性の就業継続と企業の収益・生産性との

関連

WLB施策の推進は，政府がそのプロモーシ

ョンを行っているとしても，企業に何らかのイ

ンセンティブがあるだろうか．仮に，WLB施

策の推進が経営にポジティブな影響を与えてい

るならば，利潤を追求する合理的な経済主体で

ある企業は，WLBや女性活躍促進の推進を積

極的に行うだろう．前節では，WLB施策が女

性の就業継続・活用にプラスの影響があったこ

とを見たが，ここでは女性の就業継続・活用が

企業の収益にどのような影響を与えていたかを

検証する．WLB施策が，女性労働者のモチベ

ーションやロイヤリティを上げ，女性の就業継

続・活用が進み，その結果，利益につながると

いうメカニズムを想定し，2段階推定法を使っ

た分析も試みる．

表 10，11は，売上高経常利益率を当該企業の

女性の就業継続指標や女性活躍指標に回帰して，

両者の関係をみたものである．この表で用いた

回帰式は，

売上高経常利益率=f（女性の就業継続度ある
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いは女性活躍指標，全社員数（対数），労働組合

ダミー，2014 年ダミー，産業ダミー，上場企

業ダミー，外資系ダミー）

である．

上の回帰式における従属変数である売上高経

常利益率は，経常利益を売上高で割って計算し

た．この指標は，企業の収益性を見る指標の 1

つとしてよく用いられている．従属変数である

女性の就業継続度は，2つの指標を用いる．1

つ目は，育児休業利用者数の対数値，もう 1つ

は，最も多い女性の就業継続パターンである．

また，女性活躍指標も 2つの指標を用いており，

1つは女性正社員比率，もう 1つは女性管理職

比率である．全社員数（対数），労働組合ダミー，

産業ダミー，上場企業ダミー，外資系ダミーは，

企業属性をコントロールするために加えている．

表 10は 2006年調査と 2014年の調査をプール
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して，最小自乗法で推計した結果，表 11 は

2SLSの結果である13）．

分析結果によれば，女性の就業継続度や女性

活躍指標は売上高経常利益率には統計的に有意

な影響を与えていない．具体的には，推定され

た係数はいずれもプラスであるが，女性比率の

係数を除いては，統計的には有意な結果ではな

い．つまり，企業のWLBや女性活用施策によ

って促進された女性の就業継続や活躍は企業利

益には直結していないということを，この結果

は示唆している．

この結果を解釈するために，WLBや女性活

躍施策が企業の利益や生産性に影響していると

する既存研究がある一方で，そうした関係はな

いとする研究もあることに言及したい．坂爪

（2002）は，ファミリー・フレンドリー施策が与

える組織のパフォーマンスへの影響はプラスマ

イナスどちらもあると述べている．一方，脇坂

（2008, 2007）は，均等度もファミフレ度も高い

企業グループでは他の企業グループよりも一人

あたり売上，経常利益が最も高いことを見出し

ている．阿部・黒澤（2008）は，WLBは短期的

には育児休業者の代替要員確保や他の従業員へ

の職務移管などで企業にとってはコストとなる

が，長期的には就業継続者の知識や技能を活用

できるなどにより企業にとってはベネフィット

が多いだろうと予想し，実証によって，両立支

援制度の導入は，短期的には，正社員一人あた

りの売上や利益には有意な影響はなかったが，

比較的長いスパンでは売上には有意でポジティ

ブな影響を与えていることを見出した（ただし

経常利益には有意な影響はない）．更に，阿

部・黒澤（2009）ではWLB施策の有無だけでな

く，運用状況の違いが収益や生産性との関係に

どう影響しているかについて検証を行っている．

その結果，育児のための短時間勤務制度と，従

業員全体が制度に関する理解を深めるような情

報提供，仕事量・仕事の進め方の見直しなどと

の組み合わせは，従業員一人あたり売上高の伸

びを大きくしている．ただし，他の制度導入と

運用実態の組み合わせは従業員一人あたり売上

高の伸びに影響していないか，一部には負の影

響を与えているものもあった14）．

女性の活躍度合いに着目して，それと企業業

績との関係を検証した研究をいくつか紹介する．

例えば，佐野（2005），児玉ら（2005），Kawagu-

chi（2007）は，いずれも，女性比率と企業利益

は正の相関があることを示すが，長期的な企業

成長には影響をしない，あるいは，影響をする

としてもその効果が非常に小さいことを示した．

Siegel et al.（2013）は，管理職や役員などの登用

による女性の経営参加が企業業績を高めると述

べている．山本勲（2014b）は，正社員女性比率

の高い企業ほどの利益率が高まる傾向を見出し

ている．しかし，管理職女性比率については，

全般的には利益率との相関は見出されていない．

このように，既存研究では，企業による

WLBや女性活躍推進といった施策が企業経営

に少なからず正の影響を与えていることを見出

す一方で，WLB施策の全てが企業経営にプラ

スの効果を与えているわけではないことも見出

している．なかでも坂爪（2002）や阿部・黒澤

（2009），Yamamoto and Matsuura（2014）によ

れば，一部の施策は売上や経常利益，生産性に

統計的に有意な影響を与えていないだけでなく，

むしろネガティブな影響を与えている施策や運

用が見られる．

WLBや女性活躍推進の企業経営に与える影

響が曖昧だという結果は，欧米の研究でも同様

である．たとえば，米国の大企業のデータを用

いた Konrad and Mangel（2000）や米国の製薬会

社のデータを用いた Shepard et al.（1996）では，

労働時間の柔軟性を含むWLB施策導入が労働

者一人あたり売上や経常利益にポジティブな影

響を与えていると報告しているが，米・仏・英

の中堅企業のデータを用いた Bloom et al.

（2006）ではWLB施策導入は企業利益には有意

な影響を与えていない分析結果となっている．

このようにWLB施策の効果ははっきりしたも

のではない．

これまでの研究や本稿での分析結果それぞれ

が必ずしも整合的ではなく，曖昧な結果になっ
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ている理由として，以下の 3つの解釈が考えら

れる．

1つ目は，そもそも企業は利益や生産性の向

上を目的にWLBに取り組んでいるわけではな

いにも関わらず，研究者がWLBは利益や生産

性を向上させるという誤った仮説を置いて検証

している可能性である．この点を確認するため

に，企業に対してWLBに取り組む理由を直接

的にアンケート調査で尋ねてみた．その結果

が図 3である．この図によると，企業がWLB

に取り組む理由として，「法で定められている

から」が最も多数の企業によって挙げられてお

り，次いで「企業の社会的責任を果たす」，「女

性従業員の定着率を高める」，「女性従業員の勤

労意欲（モラール）を高める」が続く．他方，

「業務改善をすることで，生産性が向上する」

や「製品の品質が高まるなど，業績を高める」，

あるいは「顧客に対するイメージアップ」とい

った売上や生産性に関連するものを挙げる企業

は少ない．つまり，企業は利益や生産性の向上

を目的にWLBに取り組んでいるわけではなく，

むしろ法や社会的責任といった社会的，制度的

要因によってWLBに取り組んでいる．あるい

は今後の少子高齢社会での人手不足に対応する
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ために取り組んでいるように見える．既存研究

は，企業を合理的な経済主体と考え，WLBや

女性活躍推進は企業の利益や生産性を高めると

いう仮説を置いてきた．しかし，上でみたよう

に，そもそもこの仮説の設定が妥当ではなく，

我々は第二の過誤に陥っているのかもしれない．

企業が経済学の教科書で述べられるように合理

的に行動していない可能性があることは他の文

脈，たとえば CSRと企業経営の関係に関する

文脈でも指摘されており，WLBや女性活躍推

進の文脈でも経済合理性とは異なる価値観で企

業が行動する可能性はあり得るのではないだろ

うか15）．

2つ目は，女性活用と企業業績の関係は一律

ではなく，国，地域，時期によって結果は異な

ると解釈することである．例えば，Post and

Byron（2015）は，メタアナリシスから，男女格

差が大きな国では女性活用と企業業績の関係性

が正，格差が小さな国では負又は無相関である

と述べている．

3つ目は，それぞれの研究が用いているデー

タに問題がある可能性である．多くの研究はそ

れぞれ独自のアンケート調査を利用しているが，

標本特性がそれぞれ異なる．本稿の調査も，標

本抽出の際は母集団である国内企業の分布を忠

実に再現しようと工夫しているが，未回収の標

本があるために分析可能な標本には何らかの偏

りが生じてしまっている可能性がある．それが，

それぞれの研究で整合的な結果を得られていな

い理由である可能性も考えられる．

6．結論と政策インプリケーション

本稿では，WLB施策，女性の出産・就業継

続・女性活用比率，更には利益率について，一

つのデータセットを用いて整合的に分析した．

2006年から 2014年の 8年間で女性の就業継続

率は押しなべて上がった．これは，政府の働き

方改革の結果であると言えるだろうか．本稿で

は，WLB施策と出産，就業継続，女性活用に

関する日本の研究を包括的にレビューするとと

もに，企業のWLB施策利用状況のデータを使

って，WLB施策と女性の出産，就業継続，企

業の女性比率，女性管理職比率の関係性につい

て検証した．その結果，WLB施策利用の促進

は総じて女性の出産・就業継続・女性活躍にプ

ラスに働くことが分かった．しかしながら，

WLB施策の効果は一律ではなく，存分に働く

ための支援は，出産，就業継続，女性比率，女

性管理職比率と概ね正の相関，労働時間短縮配

慮もほとんどのケースで正の相関がある一方，

子育て支援やフレキシブルな働き方は出産，就

業継続には正の効果があるが，女性比率，女性

管理職比率にはほとんど影響がない．この 2つ

の施策は，少子化対策としては有効であるかも

しれないが，女性活用を高める方向には働いて

いない．また，WLB施策の利用にかかわらず，

女性の就業継続が促進されていることから，労

働力不足や政府の女性活躍推進施策のプロモー

ションが功を奏している可能性もある．また，

法律によって義務付けられなくても企業が自発

的に出産，子育て，女性活用を支援する企業風

土は，少子化対策や女性活用を促す効果を持っ

ている．

企業がWLB施策に取り組む動機は，利益や

生産性の向上のためではなく，むしろ法や社会

的責任といった社会的，制度的要因によって取

り組んでいる，あるいは今後の少子高齢社会で

の人手不足に対応するためであることが多い．

今回の分析では，就業継続や女性比率と企業業

績の間には相関は確認されなかった．良い影響

もないが悪い影響もない．このことは，企業が

女性の就業継続や女性活用を進めることは，少

なくとも業績に悪い影響は与えないということ

を意味する．

最後に，今後の課題について述べたい．今回

の分析では，1986年以前からポジティブアク

ション実行ダミー，1991年以前から育児休業

制度実行ダミー，くるみん認定ダミーという，

企業が自発的に出産，子育て，女性活用を支援

する企業風土の 3つの代理変数を企業固有要因

としてコントロールした．これ以外の観測でき

ていない企業固有要因をコントロールした分析
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については今後の課題としたい．また，今回の

分析では，出産を希望する女性ほどWLB施策

に優れた企業に入社するといったセレクション

の問題は考慮できていないことにも注意が必要

である．更に，今回は，就業継続や女性比率と

企業業績の関連について全く有意な結果が得ら

れなかった．女性活用と企業業績の関係は一律

ではなく，国，地域，時期によって結果は異な

り，男女格差が大きな国では正，格差が小さな

国では負又は無相関になることが明らかになっ

てきている．今回の結果だけから，日本の男女

格差が小さくなってきたと主張することは控え

たいが，これも今後の検討課題としたい．更に，

今回の分析では，企業データを使ったため，分

析の対象はほぼ「正社員」に限定されている．

少子化，女性活躍を考える時，女性の働き方の

マジョリティとなっている非正規労働者も当然

のことながら視野に入れる必要がある．しかし

ながら，今回はデータの制約上，非正規労働者

について分析からは何も言及できなかった．こ

れも今後の検討課題としたい．

（中央大学経済学部・一橋大学大学院経
済学研究科・明治学院大学経済学部）
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1） 第一次ベビーブーム期の 1947年には合計特殊

出生率は 4.54に達していたが，その後は急激に低下

し，既に 57年には現在の日本の人口置換水準（人口が

増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊出生

率水準のことで，日本の現在の人口置換水準は 2.07

とされる．）を下回る 2.04まで低下した．その後も合

計特殊出生率は低下し続け，89年には 1.57，2005年

には 1.26を記録した．2006年からは緩やかに回復す

る傾向がみられ，2014年には 1.42となっている．一

方，年間出生数は，49 年には 270 万人，第二次ベビ

ーブーム期の 73年には 209万人を記録したが，その

後ほぼ一貫して下がり続け，2014年には 100万人と

なっている．

2） 婚姻率（人口千人当たりの婚姻件数）は第一次ベ

ビーブーム世代が 25歳前後にさしかかる 71年に 10.5，

婚姻件数は 72年に年間 110万件を数えたが，2014年

には，それぞれ 5.1，64万件にまで減少している．ま

た，未婚率は男女ともに引き続き上昇している．男性

では，30〜34 歳で 47.3％，35〜39 歳で 35.6％，女性

では，30〜34歳で 34.5％，35〜39歳で 23.1％となっ

ている．生涯未婚率（50歳時の未婚割合）は，1980年

には，男性は 2.6％，女性は 4.5％であったが，2010

年には，それぞれ 20.1％，10.6％へと上昇している．

3） 国立社会保障・人口問題研究所「第 15回出生

動向基本調査」によると，2015年の女性の予定ライ

フコースは，両立コースが 28.2％と，1987年調査以

降最高水準となっており，再就職コースの 31.9％と

ほぼ拮抗するまでに増加している（この調査では，「こ

れまでを振り返った上で，実際になりそうなあなたの

人生はどのようなタイプですか」，「理想は理想として，

実際になりそうなあなたの人生はどのタイプですか」

という質問に対して，「専業主婦コース」，「再就職コ

ース」，「両立コース」，「DINKSコース」，「非婚就業

コース」から選択する）．男性がパートナーに望むラ

イフコースも，1987年には 10％程度であった両立コ

ースが 2015年には 33.9％にまで増加している．この

ように，男女の理想が変わりつつあるにもかかわらず，

現実には，女性は今でも多くの場合，一度離職すると

非正規の職しかなく，一方，結婚，出産後も正社員と

して就業継続をしようとすると時間，場所の拘束性の

高い働き方を続けなければならない（太田・黒田・玄

田（2010）は，男性正規雇用者だけでなく，女性正規雇

用者間でも労働時間の二極化が生じていたことを確認

している．）．

4） 政策による効果であるかどうかは定かではない

が，合計特殊出生率は，2005年には 1.26と過去最低

を記録したが，その後緩やかに持ち直し，2014年に

は 1.42 まで上昇している（厚生労働省「人口動態統

計」）．また，1985 年以降，育児休業制度が普及して

きたにもかかわらず，就業を継続する女性はずっと 4

割程度であったが，2010年以降その比率が 5割を超

えるようになった（国立社会保障・人口問題研究所

「第 15回出生動向基本調査」）．

5） 結婚・妊娠・出産支援は取り組みが始まったば

かりで，ほとんど検証がなされていない．

6） 海外では，女性の労働参加率が高く，保育所が

多い国では，保育所整備が母親の就業率を上げる効果

は大きくなかったという研究が多い．Nollenberger

and Rodríguez-Planas（2015）は，女性の労働参加率が

低く，保育所が不足しているスペインで，公営保育所

の拡大が母親の就業率を上げたことを，DID分析に

より明らかにしている．

7） WLB施策と女性活用についての海外の文献レ

ビューについては，Kato and Kodama（forthcoming）

を参照のこと．

8） 上述のように，2回の調査両方に回答している

企業は 264社であり，更に推計に必要な変数を入手で

きる企業は各推計で 200社を下回る．したがって，パ
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ネルデータではなくプールデータとしての性格が強い．

なお後述するように，OLSとランダム効果モデル，

固定効果モデルとでは結果の差は大きくない．

9） WLB施策の導入がされていても利用が少ない

企業では男女均等でないという既存研究を踏まえ（脇

坂 2009），本稿では，WLB 制度の有無ではなく，過

去 3年間の利用実績有無を使った．逆の因果関係の可

能性を考慮し，制度の有無についての推計も行ったが，

結果は大きくは変わらない．

10） STATA の factor コマンド（オプションは

pcf：principal-component factors）を用い，更にプロ

マックス回転を行った．固有値が 1を超えている 4因

子を分析で使用する．

11） ランダム効果モデル，固定効果モデルでも推

計を試みたが，いずれのケースでも（係数の大きさは

異なるが）符号は同じであった．コントロール変数の

符号についてもおおむね共通した結果が得られた．

12） これは，教員，保育士，看護師など古くから

女性が戦力となってきた産業，職種においては，かつ

ては意欲が高い女性のみが就業継続をしていたという

セレクションが強く働いていたが，WLB施策の充実

によってセレクション効果が小さくなり女性活躍に負

の効果があるように見えている可能性も考えられる．

13） 操作変数としては，第 4 章で使った 4 つの

WLB施策の指標，3つの企業風土の指標を用いた．

14） Yamamoto and Matsuura（2014）は全要素生産

性に対する効果を検証した．彼らの結果は，WLB施

策を導入するだけでは生産性は向上しないが，同時に

均等施策を実施すれば中長期的に生産性を向上させる

正の効果があることを示した．

15） CSRと女性活用については，Kato and Koda-

ma（2017）を参照されたい．
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